
  

 

        

   自主防災力の向上を目指して 
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自主防災組織のリーダーの皆さん  

  

そのとき 

●大型台風が接近！    

●大洪水の危険が！ 

●土砂災害の恐れが！    

●高潮の恐れが！ 

●大地震で大揺れが！ 

●津波が襲ってきた！    豊岡市但東町奥赤 

 平成 16 年台風 23 号被害（兵庫県県土整備部提供） 

                                 

 

 

あなたは どうしますか？ 

● 正確な情報収集と伝達は？  

● 自分達のまちの危ないところは？  

● 一時避難所・指定避難所の安全確認は？ 

● 避難の判断と 安全な避難経路は？ 

● 近所のおばあさん(要援護者)等の避難誘導は？ 

● 初期消火活動をするのは ？ 

● 負傷者の救助は？ 

● 水門の開閉を操作するのは？ 



  

 

 

 
話し合ってみましょう 
 

● 自主防災組織を活性化 

講座・講演会などに参加したり、自分達で開催するなどして、防災・減災の

意識を喚起しましょう。 

● ワークショップ等の開催 

手づくりの「防災マップづくり」をして、課題や対策を話し合いましょう。 

 （まちを知る・人を知る・災害を知る・災害対策を知るために） 

● 持ち帰って、家族間でも話し合い 

地域情報の共有化をはかっておきましょう 

 
そして備えましょう！  

● 「自主防災行動計画」づくり 

いざ災害という時に住民自ら、お互いに協力して、組織的に防災行動できる

ように「自主防災行動計画」を作成しましょう。 

● 地域での「防災訓練」の実施 

普段やっていても、非常時にはなかなかできません。 

普段からやっていないことは、何もできません。 

（図上訓練、避難訓練、消火訓練、水防訓練 など） 
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     手作りの「地域の防災マップづくり」 

地域の防災意識の向上を図る取り組みの一つとして、地域の人たちによる手作り

の「地域の防災マップづくり」があります。地域の皆さんが、主体的に楽しく一緒

になって「地域の防災マップづくり」することで、協働作業そのものが、①対話の

道具となり、②地域を見る目を養う道具となり、③情報の共有や地域診断の道具と

なって、自己防衛や地域の支え合いの啓発になると考えます。 

 

Ⅰ・ 地域内を事前にまち歩き 

事前に、地域内の様子を知るため、皆で「まち歩き」をします。 

① 現地を歩きながら、地図の見方になれること。 

② 過去の風水害の痕跡や、崖崩れの起きそうな急傾斜地などの危険な個所・要注

意個所や、避難所や避難路となる

経路の状況、防災倉庫の位置など

を、地図を見ながら確認します。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ・「防災マップづくり」の進め方と時間配分（約 3 時間の場合） 

１・準 備  

①６～８名程度の班に分かれる（各班の進行 

担当、発表者、記録者の選定など）。 

②各班ごとに、道具として地区の白地図・ 

ハザードマップ・文房具など準備します。 

 

 

佐用町マップづくり 
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２・図上訓練 

① 配布資料説明等      約 5 分 

        

② マップづくり(１)     約 20 分 

（主要施設や自宅、避難所等地域の現況を示す 地図づくり）  

        

③ マップづくり(２)      約 5 分 

（通勤・通学や避難経路など「人の動き」や、

河川や谷筋の「水・土砂の流れ方」を記入）           

        

④ マップづくり(３)     約 30 分 

（市町のハザードマップなどから浸水想定・土

砂災害想定区域や、「街歩き」で気がついた危

険箇所、要注意箇所等を記入する）   

        

⑤ マップづくり(４)     約 30 分 

（自分たちの地域で、どんな災害が起こりそう

か想定し、その個所に、想定災害を付箋に書い

て貼り付けます） 

        

⑥ マップづくり(５)    約 35 分 

（予想した災害に対して、地域の課題や対応策を話し合い、まとめる） 

・危険なところはどこですか 

・どんな災害が起こりそうですか 

・危険を地域のみんなにどう伝えますか 

・避難所、避難経路は、安全ですか  

・隣のお婆さん（災害弱者など）の避難 

 支援はどうしますかその時の行動をな 

ど話し合う 

        

⑦ 各班の発表   (１班約３～５分） 

                     

⑧ 講評          約 10 分                
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      ○完成した[手作りの防災マップ] 例 

 

（洲本市提供） 

  

Ⅲ・手づくりの「防災マップ｣ねらい 

● 防災上の観点から、自分達の地域の状況を見て、どのような現状になっている

かを一緒に考え、共通認識を持ってもらう。 

● いざ、災害だという時に、自分達がどう行動すべきかを考えてもらい、みんな

で議論しながら、よく話し合う。 

● 話し合いの中で、自分達の地域の課題、それらの解決策、対応策を議論し、意

見をまとめる。 

●“手づくりの「防災マップ」”を通して、地域の人自らが「地域を支えあう」「自

分の命は自分で守る、自分たちのまちは自分たちで守る。」という意識を向上さ

せることを目標とします。 

漁師町町内会 地震･津波防災マップ
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非常時の「自主防災行動計画」作成の手引き 

 大規模な災害が発生すると、県・市町など行政では全力をあげて防災活動を行い

ますが、災害が大きければ大きい程、その活動は低下することが予想されます。 

 このような時、住民自らが「自分達の地域は自分達で守る」ため、互いに協力し

て、自主的かつ迅速に、災害対策に取り組むことが必要です。 

いざ災害という時に、住民自らが、互いに協力し、組織的に防災行動ができるよ

うに、その基になる「自主防災行動計画」（以下・行動計画という）を前もって、

地域の方々がみんなで協力しながら作成しておくことが、たいへん重要なことです。 

 

 

 

 Ⅰ・目指すもの 

 

いざ災害という時の行動を明確にするため、非常時の防災行動に主眼を置いた行

動計画の作成を目指します。 

 このため、行動計画には、自主防災組織の役割分担や組織体制をはじめ、非常時

の防災行動・並びに平常時は防災知識の普及・啓発活動や防災訓練及び非常時の行

動を支えるための日頃の備えについてまとめます。 

 この行動計画を地域の皆さんの手で作成することで、「いざという時にどう行動

するか」をみんなで分かり合えることになります。 

 

 

  Ⅱ・｢行動計画｣ 作成の準備 

１・まとめ役となるリーダーを決める 

地域の自治会や自主防災組織等の責任者が集まって、作成作業全体を指示し、ま

とめるリーダーを決めましょう。 

２・作成する範囲の地域を決める 

リーダーは、自治会長等地域の責任者と相談して、校区ごとや自治会、複数隣保

(組)など、地域の実情に合わせて作成対象範囲を設定します。 

３・作成作業する参加者を決める 
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リーダーは、対象範囲の、責任者や隣保(組)長、消防団長等、災害時に役割のあ

る住民の方々などと一緒に、作成作業の参加者を決めます。 

４・作成に関しての説明会開催 

 リーダーは、参加者を対象に、本手引きを参考に、「行動計画」作成の目的や作

業方法、盛り込むべき内容等について、説明会を開催します。そこで、隣保(組)長

等の役割を説明します。 

５・各隣保(組)長等は、隣保(組)ごとに話し合いを実施 

各隣保(組)長が主体となって、各隣保住民を対象に行動計画作成の趣旨を説明し、

隣保(組)ごとに避難行動を決めたり、災害時要援護者の支援体制等を決めたりしま

す。 

行動計画に盛り込むべき内容等の例  

 

・避難所の場所と連絡先 

・自主防災組織の災害対策本部の場所と連絡先 

・防災情報の入手方法及び連絡方法 

・住民が取るべき行動、避難時の心得等 

・自主防災組織の自主避難の目安 

・○○隣保（組）に於ける避難行動 

・○○自主防災組織の防災活動  

・防災訓練実施の枠組み 

・防災資機材の管理・補充 

・住民の転出入等に伴う変更などに伴う行動計画の更新作業 

・その他 

 

 

  Ⅲ・｢行動計画｣ 作成作業 

 

１・参加者(作業部会)で、｢行動計画（案)｣を作成 

・ワークショップを実施する等して、行動計画に盛り込む内容等について話し合い、

｢行動計画(案)」を決定します。 

・「行動計画(案)」の記載内容について議論する時、地域の防災リーダーや、市町の

防災担当者、河川管理者等の専門家、防災のＮＰＯ団体などにも、支援要請を行

いましょう。 
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２・参加者の隣保(組)長は、 隣保(組)住民を対象に説明会実施 

・各隣保(組)長が主体となって隣保住民を対象に、この｢行動計画(案)｣について説 

明会を開催し、内容を周知します。 

・避難所、一時避難所、災害対策本部の場所と連絡先等を確認しておきましょう。 

・特に、避難所との距離、位置関係を踏まえて、隣保(組)の具体的な避難方法や 

災害時要援護者の支援体制等について、話し合い決定しましょう。 

・要援護者に対する支援者が 

 勤務等で不在の場合でも、確 

 実に支援できるように複数

の支援者、支援方法を確認

しておきましょう。 

・「行動計画」(案)に沿った

避難行動（避難情報の入手、

避難準備、避難開始、災害 

時要援護者の避難支援、安否

確認など）の訓練を行い、計

画と実際の乖離などについて問題点を明らかにしましょう。そして問題点を、「行

動計画」へ反映させましょう。 

 

３・各隣保(組)の話し合いの結果を踏まえて｢行動計画｣を作成 

リーダーは、作業部会で、各隣保(組)の話し合いの結果を持ち寄り、内容をまとめ 

て、「行動計画」を作成します。 

 

４・参加者による｢行動計画｣の確認 

記載内容を確認して、必要な個所を修正して、完成させます。 

 

５・住民への全戸配布 

 住民の「行動計画」に対する認識を図るため、全戸配布を行い防災意識の向上・

啓発を図ります。     

 

６・更新   

地域の河川整備、道路整備、土砂災害防止事業など、新たな防災環境が生じた場

合は、速やかに「行動計画」の更新をしましょう。 
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  Ⅳ・「○○自主防災行動計画」作成 例 

 

行動計画を作成するときの目次(案)や、各項目のまとめ方など記します。 

 

○○地区自主防災行動計画目次（案） 

１． 防災行動計画の目的 

２． 作成日（更新日） 

３． 避難所 

４． 防災・避難行動 

(1) ○○自主防災災害対策本部 

(2) 防災情報 

(3) 洪水・土砂災害の場合 

①情報収集・伝達 ②避難と誘導 

(4) 地震の場合  

①情報収集・伝達 ②消火活動  ③避難と誘導 

       (5) 津波の場合 

①情報収集・伝達 ②避難と誘導 

    ５． 被災者の救出救護 

６． 避難所の開設、運営 

７． 水防活動 

 

 

 

１・本行動計画の目的 

 

近年の局地的大雨（通称ゲリラ豪雨）や記録破りの集中豪雨などの異常気象に対

して、瞬時の対応が必要である一方、行政区域の広域化に伴い、行政によるきめ細

かな防災対応が困難であることを念頭に置かなければなりません。したがって、行

政に依存するなど、受身的な防災でなく、住民自らが、自主的に、積極的に防災行

動を起こし、「自分の命は自分で守る」「自分達の地域は自分達で守る」を目指す

ことが必要になっています。 
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２・作成日（更新日） 
 

何時の時点での作成かを明確にしておき、更新する場合は、随時更新日を記載し

ます。 

 

３・避難所 

 

各避難所の名称や所在地、電話番号等を一覧表で記載します。 

 

４・防災・避難行動 

 

(1) ○○自主防災災害対策本部 

・対策本部の設置場所や電話番号を記載し、対策本部体制（連絡体制と立ち上げの

手順等）を明示します。 

・市町より「有線放送」等で全戸に「警戒本部の設置」等が放送されたときや気象

警報等が出た場合、自主防災会長は、携帯電話等で組織の役員に「警戒本部や対

策本部設置」を連絡し、本部を立ち上げましょう。 

 

(2) 防災情報 

・対策本部は、あらゆる情報手段を利用し

て、防災情報の入手に努めましょう。 

・情報入手方法及び市町村より発令される

避難情報と、そのとき取るべき行動を記

載しておきましょう。 

・防災行政無線などで市町から発令される避難情報を待つのではなく、対策本部自

ら率先して入手するように努めましょう。防災情報（防災気象情報・避難情報）

等の入手方法の主なものを表１に示します。 

表１ 防災気象情報・避難情報などの入手方法とその内容 

入手方法 防災情報の内容 

テレビ、

ラジオ 

テレビ（データ放送＊）・ラジオ

放送 

＊リモコンのｄボタンでデータ放

送の視聴が可能 

①河川水位･雨量･気象警報･注意報（大雨･

洪水･高潮･強風等）台風情報･ 

土砂災害警戒情報･避難指示･勧告等情報

②緊急地震速報･地震情報･津波情報等 
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パソコン 兵庫県ホームページ（地域の風水

害対策情報） 

URL:http://www.hazardmap.

pref.hyogo.jp/ 

①気象情報（雨量等）･気象警報･注意報

（大雨･洪水･高潮･強風等）･土砂災害警

戒情報･地震･津波情報等 

･川の情報：河川水位･雨量･ライブカメ

ラ画像 

･山の情報：地域別土砂災害危険度情報 

･海の情報：潮位 

②ハザードマップ（洪水･土砂災害･津波･

高潮等）等 

気象庁ホームページ 

URL:http://www.jima.go.jp/jp/

radnowc/ 

 

①気象警報･注意報（大雨･洪水･高潮･強風

等）･台風情報･洪水予報･土砂災害警戒

情報等 

②地震情報･大津波警報･津波警報･津波注

意報 

③天気予報･解析雨量･降水ナウキャスト･

降水短時間予報･アメダス等 

携帯電話 ・ひょうご防災ネット 

URL:http://bosai.net/regist/in

dex.html 

＊登録者には、緊急情報をメール

で送信 

・市町防災・（防犯）ネット１） 

 

①緊急情報：地震情報･津波情報･気象警報

･土砂災害警戒情報･洪水予報･避難勧告

等の情報 

 

・エリアメール２） 

・緊急速報メール３） 

①避難準備情報･避難勧告･避難指示など

緊急を要する災害情報 

②大津波警報･津波警報･津波注意報 

③洪水警報･土砂災害警戒情報 

④緊急地震速報 

戸別受信

機、拡声

受信機等 

 

市町防災行政無線 

①避難勧告･避難指示など 

②土砂災害警戒情報 

③緊急地震速報 

④大津波警報・津波警報・津波注意報 

＊１）市町の防災・(防犯)ネット（市町によって名称が若干異なる）に登録すると、

登録した市町独自の防災情報と兵庫県からの防災情報も配信されます。 

なお、兵庫防災ネットに登録した場合には、防災情報を入手したい市町を登録（必

須）すれば、両方の防災情報が入手できます。 

＊２）NTT ドコモ携帯電話向けの災害情報伝達手段。携帯電話基地局エリア内のエ

リアメール受信機能を持つ携帯電話に情報が配信されます。 

＊３）KDDI、ソフトバンクの携帯向けの上記と同様です。 
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(3) 洪水・土砂災害の場合 

①避難情報の収集・伝達 

●市町より発令される避難情報 

・市町より発令される基本的な避難

情報は、前記（２）防災情報により

入手し、そのときの住民が取るべき

行動を下記表 2 にならって記載しま

す。 

・情報班は、隣保（組）長と連携をしながら、安否確認や避難情報の収集・伝達に

努めましょう。 

・地域内の避難状況、被災状況を市町へ報告し、負傷者や行方不明者が発生してい

る場合は消防・警察にも通報しましょう。 

 

表２ 防災情報の発令と住民の皆さんが取るべき行動（洪水の場合の例） 

情報の種類 発令の目安 住民の皆様が取るべき行動 

避難準備情報

(要援護者避難) 

・はん濫注意水位を超

え、更に上昇が見込ま

れるとき 

・何時でも避難できるように準備しまし

ょう（家族等との連絡、非常用持出し品

の準備） 

・災害時要援護者の方は、避難を開始し

て下さい。 

・ラジオやテレビ、市町からの情報に注

意しましょう。 

 避難勧告 

 

 

・避難判断水位を超

え、更に上昇が見込ま

れるとき 

・周囲の方と助け合って、速やかに指定

された避難場所へ避難しましょう。 

・車による避難は、できるだけ避けまし

ょう。 

 避難指示 ・はん濫危険水位を超

え、更に上昇が見込ま

れるとき。 

・堤防の決壊等により

河川が氾濫したとき 

・直ちに指定された避難場所へ避難しま

しょう。 

・指定された避難場所まで移動している

余裕が無い場合は、近くの安全な建物の

２階以上に避難するなど、命を守るため

の行動をとりましょう。 

紀伊半島豪雨被害（台風 12 号）・奈良県川
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(注)洪水・土砂災害や地震災害、津波災害など災害特性に応じて発令される目安が

異なります。 

●自主避難の目安 

・洪水・土砂災害は、危険が迫る前の早めの避難が何より重要です。土砂災害の恐

れがある地域であったり、災害時要援護者が居住されている場合は、特に早めの避

難を心がける必要があります。 

・市町から発令される避難情報を待つことなく、早めに自主避難することは、極め

て重要です。そのため、災害特性に応じた自主避難の目安を決めて記載しておきま

しょう。 

・洪水時の場合は、これまでの水害経験を踏まえて、目につきやすい場所に、地盤

高を考慮して、自主避難の目安を設定しましょう。 

・洪水・土砂災害の自主避難の目安設定例を表３に示します。 

 

表３ 自主避難の目安設定例 

災害種別 自主避難の目安例 

 水害 ・○○橋に設置されている目印を超えた時 

・○○川氾濫注意情報を入手した時 

・県が設置している○○川の河川水位標の水位が避難判断水位を超

えた時 

・今までの降り方と違うなど、洪水・浸水の危険を感じた時 

土砂災害 ・土砂災害警戒情報が発表された場合（市町ごと） 

・県の地域別土砂災害危険度情報により、当該地域あるいは周辺地

域に黄色・橙色表示が出た時 

・近くで（同じ市町内や隣接する市町）で災害が起こった時 

・これまでに経験したことのない雨を感じ時 

・連続雨量が１００ｍｍ、かつ時間雨量が３０ｍｍを超えた時 

連続雨量が１５０ｍｍ、かつ時間雨量が２０ｍｍを超えた時 

連続雨量が２００ｍｍ、かつ時間雨量が１０ｍｍを超えた時 

 

更に、土砂災害の場合は目に見えないので、下記表４に示す種類別の崩壊の前兆

現象により自主避難の判断をすることが重要です。 
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表４ 土砂災害の種類別の崩壊の前兆現象 

土石流 がけ崩れ 地すべり 

・土臭いにおい 

・地鳴り・異常な音 

・流水の異常な濁り 

・渓流の流量の激減 

・渓流で転石の音 

・流木が見られる 等 

・湧水の停止や噴きだし 

・土臭いにおい 

・亀裂の発生 

・斜面のはらみだし 

・小石がばらばら落下 

・地鳴り・異常な音 等 

・地鳴り・山鳴り 

・地面の振動 

・池や沼の水かさの急変 

・亀裂・段差の発生・拡大

・落石・小崩壊 

・斜面のはらみだし 等 

 

②避難と誘導 

●｢自主避難の目安｣を超えた場合 

・災害対策本部は「有線放送」等で全戸に、「自主避難の目安を超えたことから避

難を開始するように」放送しましょう。各隣保(組)長は、協力して隣保(組)の住民へ

避難するように声かけで指示しましょう。 

・特に、土砂災害は、前兆現象の発見が極めて難し

く、発見した時は手遅れということが多いので、組

織として自主避難の目安を基にして、早めの避難を

心がけましょう。 

・避難路の安全を確認しましょう。 

 

●｢避難準備情報｣が発令された場合 

・市町より「避難準備情報発令」が放送された場合、

対策本部は、念のため「有線放送」等で全戸に「避

難準備情報の発令」を放送します。 

・避難に時間を要する住民(災害時要援護者)の避難支援者は、災害時要援護者の方

の自宅へ集合し、避難を開始します。誰が、災害時要援護者の避難を支援するかな

ど、別にリストを整理しておくことも必要です。 

・避難路の安全を確認しましょう。 

 

●避難勧告｣が発令された場合 

・対策本部より｢有線放送｣等で全戸に｢避難勧告発令｣を放送し、各隣保(組)長・副

長は協力し、隣保(組)の住民へ予め定められた一時避難所、指定避難所へ避難する

ように声かけで指示します。 
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・隣保(組)長は、避難所で隣保(組)住民の安否確認を実施し、対策本部へ｢携帯電話｣

等で報告します。 

・避難路の安全を確認しましょう。 

 

●避難指示が発令された場合 

・対策本部より｢有線放送｣等で、全戸に｢避難指示発令｣を放送します。 

・避難勧告が出された場合は、直ちに指定された避難所へ避難しましょう。また、

各隣保(組)長・副長は、協力し避難せずに残っている住民へ、予め定められた指定

避難所へ避難するように声かけで指示します。 

・避難路の安全を確認しましょう。 

 

●避難と誘導 

・降雨時や浸水時は歩行が困難になります。お年寄りや子供等助けを必要とする人

をみんなで協力して助け合って、あらかじめ決めておいた避難経路を利用して一緒

に避難しましょう。 

・車での避難は、ブレーキが効きにくくなったり、車ごと流されたりする（数 10

㎝の浸水で浮く）等の危険性があるため極力避けましょう。 

・屋外での移動に危険性を伴う場合や、災害が切迫し一時避難所・指定避難所まで

移動している(水平避難)余裕が無い時は、緊急的に自宅の２階あるいは近くの安全

な建物の 2 階以上に避難する(垂直避難)など、命を守るための行動をとるようにし

ましょう。 
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(4) 地震の場合 

①情報の収集・伝達  

・情報班は、隣保(組)長と連絡調整し

ながら、緊急に安否確認等の情報収集

をしましょう。 

・各戸別の安否確認や、災害時要援護

者には、緊急援助の要否なども確認し、

本部に連絡しましょう。 

・｢緊急地震速報｣に注意し、大きな余

震にも、とっさの安全確保の行動が取れるように備えておきましょう。 

・地域内の避難状況、被災状況を市町へ報告すると共に、負傷者や行方不明者が発

生している場合は、消防・警察にも通報します。 

 

②消火活動 

・消火班や隣近所が協力して、各戸への出火防止の呼びかけを行ないます。 

・消火班と隣近所の人が協力して、初期消火を行ないます。初期消火活動の 3 原則

「早く知らせる」「早く消火する」「早くにげる」を守りましょう。 

・火災の拡大、延焼を防ぐことが重要ですが、

無理をしないで、消防団、市町へ緊急連絡を

します。一般的に、出火から 3 分以内が消

火できる限度と言われています。天井まで火

が燃え広がったら消火は困難、素早く避難し

ましょう。 

 

③避難と誘導 

・避難は、1 人で行動しないで、隣近所で声を掛け合って、逃げ遅れが無いか確認

したうえで、避難対策班が、隣保の協力を得て、一時避難所、又は市町の指定避難

所への避難・誘導を行いましょう。 

・避難誘導する場合は、できるだけ要援護者を優先しましょう。余震で家屋が倒壊

したり、また落下物がありそうな細い路地は避け、安全な経路を選択しましょう。 

・高層住宅の居住者はエレベーターが止まり、徒歩で階段を避難することが考えら

れますので、支援者は、要援護者に配慮して行動しましょう。 

・最新の災害情報を収集・伝達し、余震等による２次災害を防止すると共に、避難

行動等に支障がないように配慮しましょう。 

阪神淡路大震災・神戸市東灘区 
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(5) 津波の場合 

①情報の収集・伝達 

・気象庁は、地震発生後、津波による

災害の発生が予想される場合、3 分以

内に大津波警報・津波警報・津波注意

報を発表します。 

・平成 25 年 3 月 7 日正午から、表

５の通り、新しい津波警報の運用を開

始しています。 

・大津波警報、津波警報、津波注意報

の情報については、前記４（２）防災情報の入手方法とその内容やその他のあらゆ

る手段を活用して収集に努めましょう。 

・市町からの情報の有無に関わらず、強い揺れや弱くてもゆっくりした長い揺れを

感じた場合は、津波が発生すると考えなければなりません。 

 

表５ 津波警報・注意報の種類と発表基準、発表される津波の高さ 

種類 発表基準 

発表される津波の高さ 

  数値での発表 

（津波の高さの予想区分）

５段階 

 

巨大地震の場合の発表

大津波
警報 

予想される津波の高さ
が３m を超える場合 

１０m 超 

（１０m＜予想高さ） 

 １０m 

（５m＜予想高さ≦１０m）

     ５m 

（３m＜予想高さ≦５m） 

 

 

   巨大 

津波 

警報 

予想される津波の高さ

が高いところで１m を

超え、３m 以下の場合 

     ３m 

（１m＜予想高さ≦３m）  高い 

津波 

注意報 

予想される津波の高さ

が高いところで０．２m

以上、１m 以下の場合で

あって、津波による災害

のおそれがある場合 

 

     １m 

（0.2ｍ≦予想高さ≦１ｍ）

 

（表記しない） 

石巻市の津波被害状況
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②避難と誘導 

・大津波警報等を見聞きした時、あるいは、自主的に津波

が発生すると判断した時は、迷うことなく迅速に事前に調

べておいた避難路を選択して避難場所へ逃げましょう。 

・避難路が、地震の影響による損傷や沿道の建物の倒壊な

どにより通行ができなくなる可能性があるので、その確認

をしましょう。 

・逃げる際には、｢津波が来るから逃げろ！｣と大声を出し

ながら、率先して逃げましょう。 

・避難は徒歩を原則とします。しかし、高齢者や乳児など災害時要援護者がいると

きは、車での避難も止むを得ないと思われます。この場合、地域で話し合ってルー

ル作りをしておくことが必要です。 

・地域コミュニティの力を合わせて要援護者の避難支援をしましょう。但し、津波

到達までの時簡的余裕がある場合だけで、余裕が無い場合は、共に逃げ遅れること

に繋がります。 

 従って、日頃から自主防災組織（支援者）、家族、要援護者が話し合って、どの

ような対応策を取るかを決めておきましょう。間違っても、自主防災組織の役員が、

避難誘導に時間をかけすぎ、逃げ遅れるということがあってはなりません。 

中央防災会議 防災対策推進検討会会議 津波避難対策検討ワーキンググループ報

告（平成 24 年 7 月）でも、各地域において、避難誘導・避難支援等に関するルー

ルの取り決めをする必要性を提言しています。 

 

 

5・被災者の救出・救護 

 

(1) 救出・救護班が中心となり、

救出用の資機材を防災倉庫から

運び出し、隣近所の協力を得て

被災者（負傷者）の救出、応急

手当、医療救護施設へ搬送しま

しょう 

(2) 手に負えない場合は、消防

団や市町へ、場合により消防警

察へも救護要請をします。 
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(3) 必要に応じて、平常時に訓練している心肺蘇生法やＡＥＤでの応急手当を実施

しましょう。 

 

 

6・避難所の開設、運営 

 

(1) 市町行政担当、施設管理者、自主防災組織の生活班による運営組織を設置し、

運営会議を開くなどして情報の収集や伝達体制、役割分担を決めて、避難所運営を

行ないましょう。 

(2) 避難所の利用ルールを掲示するなど、周知徹底を図りましょう。 

(3) 避難スペース、非常用飲食料・衣料品、トイレの使用、情報伝達手段の確保、

災害時要援護者の介護などの状況について点検しましょう 

 

 

7・水防活動 
 

(1) 自主防災組織が管理する場合の水門、樋門や水路などの操作活動などについて

記載しましょう。  

水防活動例（洪水・津波時の場合） 

 

 １・管理している○○樋門について、○○川の水位が○○を超えた時、または下が

った時は、樋門操作活動を行なう。（洪水） 

２・水路がオーバーフローの危険性があるときは、土嚢積み活動を行なう。（洪水） 

３・津波警報などが発令された場合、管理している○○水門、○○陸コウ等の閉鎖

活動を行なう（津波） 

 

(2) 何れの場合にも、活動中に身に危険が迫っている場合は、操作を中止し身の安

全を守ることが最重要であります。 
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 (参考)組織の班構成と緊急行動時を含む組織体制の（例） 

＜災害警戒本部及び災害対策本部＞   
                         情報班 

 

                      避難対策班 

           

  会長      副会長             消火･施設管理班         

（会長補佐） 

               救出･救護班 

 

      生活班 

  

 

 

  (連携)                       隣保長１ 

                                       

隣保長２ 

 

  隣保長３ 

消防団（水防団） 

α隣保長 

 

 

 

＊参考文献 

 

１．平成 23 年 8 月 国土交通省 近畿地方整備局  

マイ防災マップ・マイ防災プラン作成の手引き〔安全な避難のために〕 

２．平成 23 年 12 月 洲本市･漁師町町内会 

地震・津波防災マニュアル 

３．平成２５年３月 ＮＰＯ法人 ひょうご地域防災サポート隊 

   「自主防災行動計画」作成マニュアル 改訂版 
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                   編 集 後 記  

本手引きは、近年の土砂災害の頻発や国の津波避難対策の新た 

な提言等を踏まえて発刊した別冊「自主防災行動計画」作成マニュ

アル改訂版（以下、「マニュアル改訂版」）に併せて、土砂災害や

津波の避難対策の記述を強化した「自主防災行動計画」作成の手引

きを改訂したものです。 

自主防災組織自らが、「自主防災行動計画」を作成されるにあた

り、その具体的な手順や方法を実践し易いようにとの思いで発刊し

ました。 

特に、行動計画作成の根幹になると考えられます、仲間をよく理

解し、地域を知るための 手づくりの「地域の防災マップづくり」

の具体的な手順やその効果などを冒頭に、次に、いざ災害というと

きの行動計画の作成手順やその作成例に重点を置いて、地域の現組

織を意識しながら、地域の皆さんがより取り組みやすく、参加しや

すい記述としたつもりです。 

行動計画に盛り込むべき内容や組織体制、平常時の行動計画など

は、「マニュアル改訂版」で確認してくださるようお願いします。 

本手引の趣旨をご理解いただき、手軽に活用され、県下の自主防災

組織で「自主防災行動計画」作りが推進されることを願う次第です。 

最後になりましたが、ご指導・ご助言をいただいた顧問の先生方、

兵庫県関係部局並びに（公財）兵庫県まちづくり技術センターの皆

様方に厚くお礼申し上げます。 

（編集者：伊藤道司・梶谷義昭・窪田彰・中濱公生・溝口壽孝） 
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